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＜手続き確認フロー図＞
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NO

勤務先で手続きの要否を

確認してください。

太田市役所から

振込されている？

勤務先で手続きの要否を

確認してください。

６月頃に届く通知をご確認の

うえ、手続きしてください。

児童手当を

受給している？

受給者は公務員？

父母のうち所得が

高い方は公務員？

振込されている市区町村で

手続きの要否を

確認してください。

６月頃に届く通知をご確認のうえ、

手続きしてください。

子どもが２人のため手続きはありません。

（スタート）

●今年度、19～22歳になる子どもがいる

●今年度、22歳までの子どもが３人以上いる

両方該当する場合、手当額に影響するため、手続き

が必要です。

従来どおり

支給あり

新たに支給

※手続不要

新たに人数

に含める

大学生等がいないため手続きはありません。
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